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Ⅰ．事業概要 

1. 事業の背景・目的 

 平成 29年 11月に施行された介護職種の技能実習では、技能実習法第８条第２項６号の主務省令に

基づき、その技能を評価する公的評価システム（試験）として、「介護技能実習評価試験」が指定さ

れている。これに伴い、初級試験（平成 30年度～）、専門級試験（令和２年度～）、上級試験（令和

４年度～試験実施は令和５年度）が順次、整備・施行されてきている。 

また、移転すべき介護技能の到達水準については、在留資格「技能実習」の各号の修了時におい

て到達すべきレベルが下記のとおり定められている。 

 

• １号修了時（初級試験）：指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を

実践できるレベル 

• ２号修了時（専門級試験）：自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者

の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル 

• ３号修了時（上級試験）：自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の

心身の状況に応じた介護を実践できるレベル 

 

「介護技能実習評価試験」は、順次、段階的に整備されてきたことから、それぞれの試験の内容や

レベルの差異等に関する整理・検証や、他の資格（介護福祉士）や研修制度（初任者研修等）の内

容やレベルの差異等に関する整理・検証が十分にできていないのが実状である。   

令和４年度に漸く初級試験・専門級試験・上級試験の全ての試験区分が開始されたこと、既に初級

において 16,000件、専門級において 6,700件を超える試験が実施されていること、上級について

も令和５年度内に開始されたことを受けて、それぞれ関連する各試験の習熟度・到達度等の検証が

行える環境が整った。 

 

こうした点も踏まえ、本事業では介護職種の技能実習評価試験の施行後の課題等の検証を行うこ

と、とりわけ各試験区分等のレベルの違いについて検証を行い、今後の技能評価試験の質の向上及

び均質化を図ることを目的として実施した。 

 

 

2. 事業の内容 

(1)  検討委員会の設置・開催 

 学識経験者（介護・福祉、教育、語学（日本語能力）、試験評価システム等に一定の知見を有す

る者等）からなる検討委員会を設置し、検討を行なった。（◎：委員長、五十音順） 

 

【検討委員会】 

◎ 川井 太加子 桃山学院大学社会学部 教授 

 伊藤  優子  龍谷大学短期大学部 教授 

 植田 浩一郎  公益財団法人国際人材協力機構（JITCO）実習支援部 相談支援課専門役  

 大夛賀 政昭 国立保健医療科学院 医療福祉サービス研究部 主任研究官 

 川端 一博 公益財団法人日本国際教育支援協会  

日本語試験センター試験開発グループリーダー 作題主幹 
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松下 能万 公益社団法人日本介護福祉士会 事務局長 

【オブザーバー】 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 福祉人材確保対策室 

【業務支援】   株式会社シード・プランニング 

 

【「初級試験」、「専門級試験」、「上級試験」の構成、妥当性、レベル等に関する検証ＷＧ】 

川井 太加子 桃山学院大学社会学部 教授 

 伊藤  優子  龍谷大学短期大学部 教授 

 

 

【検討委員会及び検証ＷＧの開催状況】    

回 開催時期 主な検討事項 

第１回 
令和５年 10月 27日(金）

10:00～12:00 

・事業概要説明 

・「初級試験」「専門級試験」「上級試験」の施行状況を踏 

まえた、各級の構成とレベル等に関する検証  

・介護技能実習評価試験に対する介護現場での技能実習指

導の適応状況に関する実態調査の設計検討、調査票案検

討 

第２回 
令和６年２月 22日(木）

10:00～12:00 

・アンケート調査結果報告 

・各試験の学科試験問題の分析 

・移転すべき技能と各試験の実技試験課題分析  

 

検証 

ＷＧ 

令和６年２月５日（月）

9:30～12:30 

・各級の位置づけ（構成） 

・学科試験問題・実技試験課題の妥当性 

・各級のレベル感の整合性 

・学科試験問題パターンの均質性 

・その他 検証すべき事項       等 

 

(2) ヒアリングの実施 

【ヒアリング１】 

検証ＷＧの補完的な目的で、学科試験問題の日本語表記に関する留意点についてヒアリングを実

施した。 

   日時：令和６年２月２９日（木）10:00～11:00    

   ヒアリング先： 一般社団法人国際交流＆日本語支援Ｙ  代表理事 橋本 由紀江 氏 

 

【ヒアリング２】 

アンケート調査にご回答いただいた実習実施者、技能実習指導員の中から数名、また介護技能実 

習評価試験の試験評価者数名に対し、適宜、アンケート結果の解釈等について補完的にヒアリングを

実施した。特に、各試験の習熟度・到達度等については、アンケート調査、ヒアリング調査、検証Ｗ

Ｇのいずれにおいても注意深く検証した。 

 

【ヒアリング結果の反映】 
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上記のヒアリング結果は、細かい点や主観的なことも多かったため、全て報告書の記述の中に反

映させることとした。 

(3)  技能実習指導員へのアンケート調査 

介護職種の技能実習指導員に対してアンケート調査を実施し、現在の介護技能実習評価試験に対

しての介護現場での指導における整合の状況等について検証を行なった。 

 

調査名 
介護技能実習評価試験に対する、介護現場での技能実習指導の適応 

状況に関する実態調査 (アンケート調査）  

調査対象施設・事業所 
介護技能実習評価試験の実績が累計３件以上の技能実習実施者 

（介護事業所）の技能実習指導員 

想定回答者 実習実施者に所属する技能実習指導員  

調査実施期間 令和５年 12月 11日（月）～令和６年 1月 19日（金） 

調査手法 WEB調査（メールによる調査依頼、回答はアンケートサイトにて取得） 

発送件数 2,859件 

有効回答件数 1,133件（完全回答件数） 

回収率 39.6％ 

 

主なアンケート項目 

1. 施設・事業所の属性 

• 所在地（1-1） 

• 法人種別（1-2） 

• サービス種別（1-3） 

2. 回答者属性（技能実習指導員） 

• 介護業務経験年数(2-1) 

• 指導実績（担当した技能実習生数）(2-2) 

• 保有資格・研修受講状況(2-3) 

3. 外国人介護人材受入れ状況 
• 外国人介護人材受入れ状況 （3-1） 

• 技能実習生の受検実績（3-2）(3-3) 

4. 技能実習生に対する 

OJT体制 

• 技能実習指導員数（4-1） 

• 指導体制（4-2） 

5. 技能実習生に対する 

実習指導状況（初級・専門級） 
• 指導方法の標準化について（5-1）（5-2） 

6. 技能実習生に対する 

評価試験に向けた対応の取組

（初級・専門級） 

• 試験課題の把握状況（6-1） 

• 試験に向けた学習・準備の状況（6-2） 

• 実習内容の実施状況（6-3） 

• 理解を促すのが難しいケア内容・介護行為（6-4） 

• 試験後のフィードバック等の状況（6-5） 

• 指導方法の見直し状況（6-6） 

• 現状スキル把握の方法（6-7） 

• 受検日程の調整の状況（6-8） 

• 学習進捗差について（6-9） 

• 実習生の業務でみられた姿勢（6-10） 

• 試験問題・課題に関する日本語の理解の状況（6-11） 
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• 試験に向けた日本語教育の方法（6-12） 

• 他職員等への活用（6-13） 

7. 実技試験課題について 

（初級・専門級） 

• 安全衛生業務の指導と業務の実態（7-1）（7-3）（7-4） 

• 身体介護業務の指導と業務の実態(7-2)（7-5） 

8. 評価試験の実施について 
• 利用者選定について（8-1）（8-2）(8-3)（8-4） 

• 自由意見 (8-5) 

                       （ ）内はアンケート調査票の設問番号を示す。 

 

(4)  現行評価試験（学科試験及び実技試験）の評価分析 

ＷＧを設置して、現在実施されている介護技能実習評価試験（学科試験問題・実技評価課題）の

「初級試験」、「専門級試験」、「上級試験」それぞれの構成、妥当性、レベル等に関する検証を行うと

ともに、課題等への取り組み状況について検証を行なった。 

 

  



14 

 

3. 参考：「技能実習評価試験」について  

(1)  外国人介護人材受入れの仕組み 

我が国における外国人介護人材の受入れについては、下記の【図表１】のとおり４つの仕組み

（在留資格）があり、それぞれ導入された経緯や時期が異なっている。こうした中、近年、技能実

習、特定技能の在留者数の増加が著しく、現状は【図表２】のとおりとなっている。 

• EPA（二国間の経済連携協定）・・・インドネシア、フィリピン、ベトナムとそれぞれ締結 

• 在留資格「介護」・・・介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事 

• 技能実習・・・開発途上地域等への技能等の移転を目的とした人材育成での国際貢献 

• 特定技能・・・特定産業分野（14）において、一定の知識又は経験を必要とする業務に従事 

 

図表 1 外国人介護人材受入れの仕組み 

 

図表 2 介護分野の外国人在留者数 
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(2)  技能実習「介護職種」と技能実習評価試験について 

技能実習制度は、1993（平成 5）年から主に製造業や農業等の対物サービスを対象として開始され

ているが、「介護職種」は、対人サービス初として、2017(平成 29)年 11月より技能実習制度に追加

された。他の職種と同様に、技能実習生が、実習実施者（介護施設等）において現場指導（OJT）を

受けながら、技能の移転を図り、技能実習修了後は、本国に帰国し、修得した技能等を活用して本国

の経済発展に寄与するという国際貢献を目的とした制度である。 

技能実習の区分は、入国後１年目の技能等を修得する活動（第１号技能実習）、２・３年目の技能

等に習熟するための活動（第２号技能実習）、４・５年目の技能等に熟達する活動（第３号技能実

習）の３つに分けられる。 

 

図表 3 技能実習の区分 

 企業単独型 団体管理型 

入国１年目  （技能等を修得） 第１号企業単独型技能実習 

（在留資格「技能実習第１号イ」） 

第１号団体管理型技能実習 

（在留資格「技能実習第１号ロ」） 

入国２・３年目（技能等に習熟） 第２号企業単独型技能実習 

（在留資格「技能実習第２号イ」） 

第２号団体管理型技能実習 

（在留資格「技能実習第２号ロ」） 

入国４・５年目（技能等に熟達） 第３号企業単独型技能実習 

（在留資格「技能実習第３号イ」） 

第３号団体管理型技能実習 

（在留資格「技能実習第３１号ロ」） 

 

この技能実習制度では、【図表４】のとおり、第１号技能実習から第２号技能実習へ、第２号技能

実習から第３号技能実習へそれぞれ移行するためには技能実習生本人が技能実習評価試験に合格し

ていることが必要となり、各受検の段階で、技能実習制度の目的にかなう水準で技能や技術及び知

識を評価することとなっている。 

また、技能実習制度への「介護職種」の追加にあたっては、対人サービスとしての特性や介護職

種の特性を踏まえる必要があり、当該職種の「固有の要件」として、コミュニケーション能力の確保

（日本語能力）、適切な実習実施者の対象範囲の設定（介護福祉士国家試験の受検資格要件において

「介護」の実務経験として認める施設）、適切な実習体制の確保（技能実習指導員の要件に介護福祉

士等の資格が求められる等）、監理団体による管理の徹底（監理団体の役職員に５年以上の実務経験

を有する介護福祉士等を配置）などの要件が組み込まれるなど、現場指導（OJT）がより重視された

仕組みとなっている。 

当会が 2022（令和５）年に実施した「外国人介護人材の受入れに伴う現場での指導（OJT）の実態

に関する調査研究事業」においても、外国人介護人材（技能実習生）の受入れを行っている実習実施

者（介護事業所・施設等）においては、通常から一定の教育指導体制が構築されており、技能実習生

に対する現場での OJTの体制についても、制度基準よりも手厚い指導体制で臨まれており、かつ制度

導入から間がないこともあり、より慎重かつ丁寧に取り組まれていた。 

 このように、これまで長年にわたり介護現場で構築されてきた教育指導体制が、外国人介護人材

（技能実習生）の受入れに適した環境であることが明らかになっており、政府の方針とも相まって、

今後、ますます外国人介護人材の受入れが拡大されていくことが期待されている。 
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図表 4 技能実習生の入国から帰国まで 

 
 

 

図表 5 技能実習の区分と介護技能実習評価試験 

 

 

 

図表 6 受検資格と目標レベル 
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技能実習の範囲と内容については、「外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する

法律施行規則」第 10条第２項第２号で、技能実習生が業務に従事する総時間における配分が以下の

ように定められている。 

• 「必須業務」（移行対象職種・作業で必ず行う業務）・・・・・・・・・・・・1/2以上 

• 「関連業務」（上記の必須業務に関連する業務として必要な業務）・・・・・・1/2以下 

• 「周辺業務」（上記の必須業務、関連業務の周辺業務として必要な業務）・・・1/3以下 

これを受け、厚生労働省では、「介護職種」の追加にあたり、移転すべき「介護業務の定義」及び

「審査基準」を以下のように定めている。 

図表 7 「審査基準」 介護職種（介護業務） 

 


